
                              議案第２７号  

 

       下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用す         

       ることに伴う関係条例の整備に関する条例の制定に  

       ついて  

 

 次のように定める。 

  令和４年２月２２日提出 

                     鹿沼市長 佐 藤  信      

 

 

 

 

 

   下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例

の整備に関する条例  

 （鹿沼市自治基本条例の一部改正）  

第１条 鹿沼市自治基本条例（平成２４年鹿沼市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

  第３条第２号中「水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者」に

改める。 

 （鹿沼市部設置条例の一部改正）  

第２条 鹿沼市部設置条例（平成９年鹿沼市条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

  第１条の表上下水道部の項を削る。  

  第２条第９号を削る。 

 （鹿沼市情報公開条例の一部改正）  

第３条 鹿沼市情報公開条例（平成９年鹿沼市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第２項中「水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者」に

改める。 

 （鹿沼市個人情報保護条例の一部改正）  

第４条 鹿沼市個人情報保護条例（平成１０年鹿沼市条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。 



  第２条第１号中「水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者」に

改める。 

 （鹿沼市職員定数条例の一部改正）  

第５条 鹿沼市職員定数条例（昭和２９年鹿沼市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

  第１条中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。  

  第２条第１号中「６５０人」を「６２８人」に改め、同条第９号中「水道事業」

の次に「及び下水道事業」を加え、「２８人」を「５０人」に改める。  

 （鹿沼市職員倫理条例の一部改正）  

第６条 鹿沼市職員倫理条例（平成１４年鹿沼市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第２号中「水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権

限を行う市長」に改める。  

 （鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）  

第７条 鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３４年鹿沼市条例第１１号）

の一部を次のように改正する。  

  第２条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第１５号までを１号

ずつ繰り上げる。 

  第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条から第１９条までを１条ずつ繰り

上げる。 

 （鹿沼市債権管理条例の一部改正）  

第８条 鹿沼市債権管理条例（平成２３年鹿沼市条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中「第１２条・第１３条」を「第１２条」に改める。  

  第４条中「市長」の次に「（水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長を含む。以下同じ。）」を加える。  

  第４章中第１２条を削り、第１３条を第１２条とする。  

 （鹿沼市農業集落排水処理施設条例の一部改正）  

第９条 鹿沼市農業集落排水処理施設条例（平成９年鹿沼市条例第３８号）の一部

を次のように改正する。 

  第４条ただし書及び第５条第３号ただし書中「市長」を「管理者の権限を行う

市長」に改める。 

  第６条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者の権限を行う市長」

に改め、同条第２項及び第３項中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改め



る。 

  第７条、第８条、第９条第２項及び第１０条中「市長」を「管理者の権限を行

う市長」に改める。 

  第１１条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者の権限を行う市

長」に改め、同条第２項中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改め、同条

第３項中「規則」を「規程」に改める。  

  第１２条及び第１３条第２項中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改め

る。 

  第１５条中「規則」を「規程」に改める。 

 （鹿沼市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の一部改正）  

第１０条 鹿沼市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例（平成４年鹿沼市条例第

３３号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「本市が施行する」を削る。  

  第４条第１項、第２項及び第５項並びに第５条、第６条第２項、第７条並びに

第８条中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改める。  

  第９条中「規則」を「規程」に改める。  

 （鹿沼市下水道事業の設置等に関する条例の廃止）  

第１１条 鹿沼市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年鹿沼市条例第１７号）

は、廃止する。 

 （鹿沼市下水道条例の一部改正）  

第１２条 鹿沼市下水道条例（昭和５０年鹿沼市条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条の２第１項中「本市は、」を削る。 

  第３条第１項第２号中「規則」を「規程」に改め、同項第３号中「市長」を「管

理者の権限を行う市長」に改める。  

  第４条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者の権限を行う市長」

に改め、同条第２項中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改める。  

  第５条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者の権限を行う市長」

に改め、同条第２項中「規則」を「規程」に改める。  

  第６条第１項中「その工事を完了したときは、工事の」を「工事が」に、「市

長」を「管理者の権限を行う市長」に改め、「市の職員の」を削り、同条第２項

中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に、「同項の検査をする職員が、同項」

を「前項」に、「規則」を「規程」に改める。  

  第７条中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改



める。 

  第８条中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改める。  

  第９条の２の見出し中「除外施設」を「除害施設」に改める。  

  第１０条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者の権限を行う市

長」に改める。 

  第１１条、第１２条第１項、第１４条第２項、第１５条、第１６条、第１７条

から第２０条までの規定、第２７条、第２８条、第３０条並びに第３３条第１項

ただし書及び第２項中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改める。  

  第３４条中「市」を「管理者の権限を行う市長」に、「規則」を「規程」に改

める。 

  第３５条及び第３６条中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改める。  

  第３７条中「市長が」を「規程で」に改める。  

 （鹿沼市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正）  

第１３条 鹿沼市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５０年鹿沼市条例

第４２号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第２項及び第３条中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改める。 

  第５条第１項中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改め、同条第３項中

「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改める。  

  第６条第１項及び第３項、第７条、第８条第２項、第９条並びに第１０条第１

項中「市長」を「管理者の権限を行う市長」に改める。  

  第１１条中「規則」を「規程」に改める。 

 （鹿沼市水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第１４条 鹿沼市水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年鹿沼市条例第３４号）

の一部を次のように改正する。  

  題名中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。  

  第１条の見出し中「水道事業の」を削り、同条中「水道事業」を「鹿沼市水道

事業（以下「水道事業」という。）」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ２ 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水

質の保全に資するため、鹿沼市下水道事業（以下「下水道事業」という。）

として、次に掲げる事業を設置する。  

  (1) 公共下水道事業 

  (2) 特定環境保全公共下水道事業  

  (3) 農業集落排水事業 

  第７条第１項及び第２項第３号中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加



え、同条を第８条とする。  

  第６条中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条を第７条とする。 

  第５条中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条を第６条とする。  

  第４条中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条を第５条とする。  

  第３条中「（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）」を削り、

「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条第２項中「水道事業」の次

に「及び下水道事業」を加え、同条を第４条とする。  

  第２条第１項中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条第２項及

び第３項を次のように改める。  

 ２  水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。  

  (1) 給水区域  別表で定める区域  

  (2) 給水人口  ８万８，５００人  

  (3) １日最大給水量  ３万３，８００立法メートル  

 ３  下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。  

  (1) 公共下水道事業  

   ア  排水区域  下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に規

定する事業計画に定められた区域  

   イ  排水人口  ６万２，４５０人  

   ウ  １日最大処理能力  ３万７，１９０立法メートル  

  (2) 農業集落排水事業  

   ア  排水区域  鹿沼市農業集落排水処理施設条例（平成９年鹿沼市条例

第３８号）別表に掲げる汚水処理施設及び当該施設により汚水を処理

することができる区域  

   イ  排水人口  ４，９５０人  

   ウ  １日最大処理能力  １，３３２立法メートル  

  第２条第４項を削り、同条を第３条とする。  

  第１条の次に次の１条を加える。  

  （法の全部適用）  

 第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第

２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１条第

２項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。  

   附 則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  


